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社会保険労務士 

さくら事務所便り 

2020 年 9 月号 

連絡先：〒223-0052 

 神奈川県横浜市港北区綱島東 5-4-5-108 

電話 ： 045-716-6080   

ｅ－ｍａｉｌ：info@sakura-management.net 

育児休業制度の利用状況

は？～厚労省「令和元年

度雇用均等基本調査」 

 

◆女性の管理職割合や育児

休業取得率などに関する状

況を公表 

厚生労働省は、７月 31 日

に「令和元年度雇用均等基本

調査」の結果を公表しまし

た。本調査は、男女の均等な

取扱いや仕事と家庭の両立

などに関する雇用管理の実

態把握を目的に実施してい

るもので、令和元年度は、全

国の企業と事業所を対象に、

管理職に占める女性割合や、

育児休業制度や介護休業制

度の利用状況などについて

調査しています（令和元年 10 

月１日現在の状況）。 

 

◆育児休業取得者の割合 

本調査の中でも、育児休業

制度の利用状況に関する調

査結果について注目したい

と思います（調査対象数

6,209 事業所(有効回答数

3,460 事業所、有効回答率

55.7％)）。平成 29 年 10 月

１日から平成 30 年９月 30 

日までの１年間に在職中に

出産した女性（男性の場合は

配偶者が出産した男性）のう

ち、令和元年 10 月１日まで

に育児休業を開始した者（育

児休業の申出をしている者

を含む）の割合は、女性が

83.0 ％ （ 平 成 30 年 度

82.2％）、男性 7.48％（平成

30 年度 6.16％）となってい

ます。 

 

◆有期契約労働者の取得率 

また、同期間内に出産し

た、制度の対象となる有期契

約労働者の女性の育児休業

取得率は 77.5％で、前回調査

（同 69.6％）より 7.9 ポイン

ト上昇していますが、同期間

内において配偶者が出産し

た、有期契約労働者の男性の

育児休業取得率は 3.07％で、

前回調査（同 7.54％）より

4.47 ポイント低下しまし

た。有期契約労働者の取得率

については、男性の場合は前

回調査より下がる結果とな

っており、女性と比べて伸び

ていないことがわかります。 

 

 

◆男性の育休促進の取組み 

男性の育児休業について

は、かねてより国も取得促進

に向けて取り組んでいます。

取得率は７年連続で増加し

ているものの、上昇率は小幅

にとどまっており、政府が目

標としてきた「2020 年に

13％」の達成には程遠い状況

となっています。そのような

状況も受け、厚生労働省は、

子どもの出生直後に着目し

た父親向けの休業制度を新

設する方向で検討を始めて

いるとのことです。子どもの

出生後４週間に限り、簡単な

手続きで休業でき、給付金も

増やす案となっています。 

コロナの影響で社会的に

も働き方に対する意識の変

化があらわれているなか、企

業としても男性の育休取得

については対応を検討して

いく必要がありそうです。 

 

【厚生労働省「令和元年度雇

用均等基本調査」】 

https://www.mhlw.go.jp/to

ukei/list/71-r01.html 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１日から雇用保険の

基本手当日額が変更にな

っています 

 

◆「基本手当日額」の変更 

雇用保険の基本手当日額

が、令和元年度の平均給与額

が平成 30 年度と比べて約

0.49％上昇したことおよび

最低賃金日額の適用に伴い

変更されています。なお、平

均給与額については、「毎月

勤労統計調査」による毎月決

まって支給する給与の平均

額（再集計値として公表され

ているもの）が用いられてい

ます。 

 

◆具体的な変更内容 

１ 基本手当日額の最高額

の引上げ 

  基本手当日額の最高額

は、年齢ごとに以下のよう

になります。 

 (1) 60 歳以上 65 歳未満  

7,150 円 → 7,186 円

（+36 円） 

 (2) 45 歳以上 60 歳未満  

8,330 円 → 8,370 円

（+40 円） 

 (3) 30 歳以上 45 歳未満  

7,570 円 → 7,605 円

（+35 円） 

(4)  30 歳 未 満      

6,815 円→6,850 円（+35

円） 

２ 基本手当日額の最低額

の引上げ 

             

2,000 円→2,059 円（+59 円） 

※ 基本手当日額の算定基

礎となる賃金日額の最高

額、最低額等については、

毎年度の平均給与額の変

動に応じて変更されてい

ますが、これにより変更

された最低額が、最低賃

金日額（地域別最低賃金

の全国加重平均額に20を

乗じて７で除して得た

額）を下回る場合は、最低

賃金日額を最低額とする

こととされています（雇

用保険法第18条第３項）。 

  令和２年８月１日以降

の基本手当日額の最低額

については、最低賃金日

額に、基本手当の給付率

80％を乗じて計算されて

います。 

（計算式） 

901 円（令和２年４月１日

時点での地域別最低賃金の

全国加重平均額）×20÷７

×0.8＝2,059 円 

 

＊変更の詳細については厚

生労働省のパンフレットを

ご確認ください。 

【厚生労働省「雇用保険の

基本手当日額の変更」PDF】 

https://www.mhlw.go.jp/c

ontent/11607000/00065441

0.pdf 

 

 

9 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

～当事務所より一言～ 

 

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

30 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 


